
1 

 

「
綱
領
」
第
４
回
講
義
・
資
料 

 
（
資
料
１
）
日
米
安
保
条
約
（
１
９
６
０
・
１
・
１
９
）
か
ら 

  

（
…
…
） 

第
二
条 

締
約
国
は
、
そ
の
自
由
な
諸
制
度
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
基
礎
を
な
す

原
則
の
理
解
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
並
び
に
安
定
及
び
福
祉
の
条
件
を
助
長
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
平

和
的
か
つ
友
好
的
な
国
際
関
係
の
一
層
の
発
展
に
貢
献
す
る
。
締
約
国
は
、
そ
の
国
際
経
済
政
策
に
お
け
る

く
い
違
い
を
除
く
こ
と
に
努
め
、
ま
た
、
両
国
の
間
の
経
済
的
協
力
を
促
進
す
る
。 

第
三
条 

締
約
国
は
、
個
別
的
に
及
び
相
互
に
協
力
し
て
、
持
続
的
か
つ
効
果
的
な
自
助
及
び
相
互
援
助

に
よ
り
、
武
力
攻
撃
に
抵
抗
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
を
、
憲
法
上
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
維

持
し
発
展
さ
せ
る
。 

 

（
…
…
） 

第
五
条 

各
締
約
国
は
、
日
本
国
の
施
政
の
下
に
あ
る
領
域
に
お
け
る
、
い
ず
れ
か
一
方
に
対
す
る
武
力

攻
撃
が
、
自
国
の
平
和
及
び
安
全
を
危
う
く
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
自
国
の
憲
法
上
の
規
定
及
び

手
続
に
従
っ
て
共
通
の
危
険
に
対
処
す
る
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。（
…
…
） 

第
六
条 

日
本
国
の
安
全
に
寄
与
し
、
並
び
に
極
東
に
お
け
る
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
寄
与
す

る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
そ
の
陸
軍
、
空
軍
及
び
海
軍
が
日
本
国
に
お
い
て
施
設
及
び
区
域
を
使
用

す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
。 

 

２ 

前
記
の
施
設
及
び
区
域
の
使
用
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
は
、
千
九
百
五
十
二

年
二
月
二
十
八
日
に
東
京
で
署
名
さ
れ
た
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
第
三
条

に
基
く
行
政
協
定
（
改
正
を
含
む
。）
に
代
わ
る
別
個
の
協
定
及
び
合
意
さ
れ
る
他
の
取
極
に
よ
り
規
律
さ

れ
る
。 

（
…
…
） 

第
十
条 

２ 

（
…
…
）
こ
の
条
約
が
十
年
間
効
力
を
存
続
し
た
後
は
、
い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
他
方
の

締
約
国
に
対
し
こ
の
条
約
を
終
了
さ
せ
る
意
思
を
通
告
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
場
合
に
は
、
こ
の
条
約
は
、

そ
の
よ
う
な
通
告
が
行
わ
れ
た
後
一
年
で
終
了
す
る
。 

 

（
資
料
２
）
条
約
第
六
条
の
実
施
に
関
す
る
交
換
公
文
（
岸
・
ハ
ー
タ
ー
交
換
公
文
） 

  

（
…
…
） 

 

合
衆
国
軍
隊
の
日
本
国
へ
の
配
置
に
お
け
る
重
要
な
変
更
、
同
軍
隊
の
装
備
に
お
け
る
重
要
な
変
更
並
び

に
日
本
国
か
ら
行
な
わ
れ
る
戦
闘
作
戦
行
動
（
前
記
の
条
約
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
る
も
の

を
除
く
。）
の
た
め
の
基
地
と
し
て
の
日
本
国
内
の
施
設
及
び
区
域
の
使
用
は
、
日
本
国
政
府
と
の
事
前
の

協
議
の
主
題
と
す
る
。 

 



2 

 

（
資
料
３
）「
核
密
約
」
討
論
記
録 

  
（
…
…
） 

 

二
、
同
交
換
公
文
は
、
以
下
の
諸
点
を
考
慮
に
入
れ
、
か
つ
了
解
し
て
作
成
さ
れ
た
。 

 

Ａ 

「
装
備
に
お
け
る
重
要
な
変
更
」
は
、
核
兵
器
及
び
中
・
長
距
離
ミ
サ
イ
ル
の
日
本
へ
の
持
ち
込
み

（
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
）
並
び
に
そ
れ
ら
の
兵
器
の
た
め
の
基
地
の
建
設
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ

る
が
、
た
と
え
ば
、
核
物
質
部
分
を
つ
け
て
い
な
い
短
距
離
ミ
サ
イ
ル
を
含
む
非
核
兵
器
（
ノ
ン
・
ニ
ュ
ク

リ
ア
・
ウ
ェ
ポ
ン
ズ
）
の
持
ち
込
み
は
そ
れ
に
あ
た
ら
な
い
。 

 

Ｂ 

「
条
約
第
五
条
の
規
定
に
も
と
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
を
除
く
戦
闘
作
戦
行
動
」
は
、
日
本
国

以
外
の
地
域
に
た
い
し
て
日
本
国
か
ら
起
こ
さ
れ
る
戦
闘
作
戦
行
動
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。 

 

Ｃ 

「
事
前
協
議
」
は
、
合
衆
国
軍
隊
と
そ
の
装
備
の
日
本
へ
の
配
置
、
合
衆
国
軍
用
機
の
飛
来
（
エ
ン

ト
リ
ー
）、
合
衆
国
艦
船
の
日
本
領
海
や
港
湾
へ
の
立
ち
入
り
（
エ
ン
ト
リ
ー
）
に
関
す
る
現
行
の
手
続
き

に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
。（
…
…
） 

 

Ｄ 

交
換
公
文
の
い
か
な
る
内
容
も
、
合
衆
国
軍
隊
の
部
隊
と
そ
の
装
備
の
日
本
か
ら
の
移
動
（
ト
ラ
ン

ス
フ
ァ
ー
）
に
関
し
、「
事
前
協
議
」
を
必
要
と
す
る
と
は
解
釈
さ
れ
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
１
９
６
０
・
１
・
６
・
藤
山
外
相
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
駐
日
大
使
が
頭
文
字
署
名
） 

 

（
資
料
４
）
日
米
地
位
協
定
第
３
条
と
「
米
軍
基
地
権
に
関
す
る
密
約
」 

 

日
米
地
位
協
定
第
３
条
（
第
１
項
） 

 

合
衆
国
は
、
施
設
及
び
区
域
内
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
設
定
、
運
営
、
警
護
及
び
管
理
の
た
め
必
要
な
す

べ
て
の
措
置
を
執
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
国
政
府
は
、
施
設
及
び
区
域
の
支
持
、
警
護
及
び
管
理
の
た
め

の
合
衆
国
軍
隊
の
施
設
及
び
区
域
へ
の
出
入
の
便
を
図
る
た
め
、
合
衆
国
軍
隊
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、

合
同
委
員
会
を
通
ず
る
両
政
府
間
の
協
議
の
上
で
、
そ
れ
ら
の
施
設
及
び
区
域
に
隣
接
し
又
は
そ
れ
ら
の
近

傍
の
土
地
、
領
水
及
び
空
間
に
お
い
て
、
関
係
法
令
の
範
囲
内
で
必
要
な
措
置
を
執
る
も
の
と
す
る
。
合
衆

国
も
、
ま
た
、
合
同
委
員
会
を
通
ず
る
両
政
府
間
の
協
議
の
上
で
前
記
の
目
的
の
た
め
必
要
な
措
置
を
執
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
駐
日
大
使
か
ら
国
務
長
官
あ
て
報
告
書
（
１
９
５
９
・
１
２
・
４
） 

 

日
本
政
府
は
、（
日
米
地
位
協
定
）
第
３
条
１
項
の
新
し
い
文
言
の
も
と
で
施
設
及
び
区
域
内
の
米
国
の

権
利
を
変
更
し
な
い
ま
ま
に
す
る
こ
と
を
文
書
で
確
認
す
る
用
意
が
で
き
て
い
る
が
、
こ
の
趣
旨
の
公
表
覚

書
へ
の
同
意
を
し
ぶ
っ
て
い
る
。
日
本
政
府
は
秘
密
了
解
に
し
て
新
し
い
日
米
安
保
条
約
と
行
政
協
定
の
調

印
以
前
に
藤
山
（
外
相
）
と
私
が
頭
文
字
署
名
を
お
こ
な
い
、
そ
の
後
新
し
い
日
米
安
保
条
約
と
行
政
協
定

が
発
効
す
る
さ
い
合
同
委
員
会
の
記
録
に
入
れ
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
。 
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「
米
軍
基
地
権
に
関
す
る
密
約
」 

（
…
…
）
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
使
用
の
た
め
日
本
国
政
府
に
よ
っ
て
許
与
さ
れ
た
施
設
及
び

区
域
内
で
の
合
衆
国
の
権
利
は
、
１
９
６
０
年
１
月
１
９
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
調
印
さ
れ
た
協
定
第
３
条
第

１
項
の
改
定
さ
れ
た
文
言
の
も
と
で
、
１
９
５
２
年
２
月
２
８
日
に
東
京
で
調
印
さ
れ
た
協
定
の
も
と
で
と

変
わ
る
こ
と
な
く
続
く
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
１
９
６
０
・
１
・
６
・
藤
山
外
相
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
駐
日
大
使
が
頭
文
字
署
名
） 

 

在
日
米
国
大
使
館
か
ら
米
国
務
省
あ
て
報
告
書
（
１
９
５
７
・
２
・
１
４
） 

 

日
本
に
お
け
る
米
国
の
軍
事
活
動
の
規
模
の
大
き
さ
に
加
え
て
、
際
立
つ
も
う
一
つ
の
特
徴
は
米
国
に
与

え
ら
れ
た
基
地
権
の
寛
大
さ
に
あ
る
。
安
保
条
約
第
３
条
に
も
と
づ
い
て
取
り
決
め
ら
れ
た
行
政
協
定
は
、

米
国
が
占
領
中
に
持
っ
て
い
た
軍
事
活
動
遂
行
の
た
め
の
大
幅
な
自
主
権
と
独
立
権
を
、
米
国
の
た
め
に
保

護
し
て
い
る
。
安
保
条
約
（
旧
安
保
条
約
）
の
も
と
で
は
、
日
本
政
府
と
の
い
か
な
る
相
談
も
な
し
に
『
極

東
に
お
け
る
国
際
の
平
和
と
安
全
の
維
持
に
寄
与
』
す
る
た
め
に
わ
が
軍
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
行

政
協
定
の
も
と
で
は
、
新
し
い
基
地
に
つ
い
て
の
要
件
を
決
め
る
権
利
も
、
現
存
す
る
基
地
を
保
持
し
続
け

る
権
利
も
、
米
軍
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
…
…
こ
れ
に
加
え
て
、
地
元
の
主
権
と
利
益
を
侵
害
す

る
多
数
の
補
足
取
り
決
め
が
存
在
す
る
。
多
数
の
米
国
の
諜
報
活
動
機
関
と
対
敵
諜
報
活
動
機
関
の
数
知
れ

ぬ
要
員
が
な
ん
の
妨
げ
も
受
け
ず
日
本
中
で
活
動
し
て
い
る
。 

 

米
軍
の
部
隊
、
装
備
、
家
族
な
ど
も
、
地
元
と
の
い
か
な
る
取
り
決
め
も
な
し
に
、
ま
た
地
元
当
局
へ
の

事
前
情
報
連
絡
さ
え
な
し
に
日
本
へ
の
出
入
を
自
由
に
お
こ
な
う
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
…
…
日
本
国

内
で
は
演
習
が
お
こ
な
わ
れ
、
射
撃
訓
練
が
実
施
さ
れ
、
軍
用
機
は
飛
び
、
そ
の
他
の
日
常
的
な
死
活
的
に

重
要
な
軍
事
活
動
が
な
さ
れ
て
い
る
―
―
す
べ
て
が
行
政
協
定
で
確
立
し
た
基
地
権
に
も
と
づ
く
米
側
の

決
定
に
よ
っ
て
。 

 

（
資
料
５
）
日
米
地
位
協
定
第
１
７
条
と
「
裁
判
権
放
棄
の
密
約
」 

 
 日

米
地
位
協
定
第
１
７
条
（
第
３
項
） 

 

裁
判
権
を
行
使
す
る
権
利
が
競
合
す
る
場
合
に
は
、
次
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。 

（
ａ
）
合
衆
国
の
軍
当
局
は
、
次
の
罪
に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
又
は
軍
属
に
対
し
て
裁
判
権

を
行
使
す
る
第
一
次
の
権
利
を
有
す
る
。 

 
 

（ⅰ

）
も
っ
ぱ
ら
合
衆
国
の
財
産
若
し
く
は
安
全
の
み
に
対
す
る
罪
又
は
も
っ
ぱ
ら
合
衆
国
軍
隊
の
他

の
構
成
員
若
し
く
は
軍
属
若
し
く
は
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
若
し
く
は
軍
属
の
家
族
の
身
体
若
し

く
は
財
産
の
み
に
対
す
る
罪 

 
 

（ⅱ

）
公
務
執
行
中
の
作
為
又
は
不
作
為
か
ら
生
ず
る
罪 

（
ｂ
）
そ
の
他
の
罪
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
の
当
局
が
、
裁
判
権
を
行
使
す
る
第
一
次
の
権
利
を
有
す
る
。 

 
 

（
…
…
） 
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日
米
合
同
委
員
会
裁
判
権
分
科
委
員
会
刑
事
部
会
長
の
声
明 

行
政
協
定
第
１
７
条
を
改
正
す
る
１
９
５
３
年
９
月
２
９
日
の
議
定
書
第
３
項
に
関
連
し
た
、（
日
米
）

合
同
委
員
会
裁
判
権
分
科
委
員
会
刑
事
部
会
日
本
側
部
会
長
の
声
明
（
１
９
５
３
・
１
０
・
２
８
） 

日
本
代
表 

議
定
書
第
３
項
の
規
定
の
実
際
的
運
用
に
関
し
、
私
は
、
政
策
の
問
題
と
し
て
、
日
本
の
当
局
は
通
常
、

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
、
軍
属
、
あ
る
い
は
米
軍
法
に
服
す
る
そ
れ
ら
の
家
族
に
対
し
、
日
本
に
と
っ
て
い

ち
じ
る
し
く
重
要
と
考
え
ら
れ
る
事
件
以
外
に
つ
い
て
は
第
一
次
裁
判
権
を
行
使
す
る
つ
も
り
が
な
い
と

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。（
…
…
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

津
田 

實
（
署
名
） 

裁
判
権
分
科
委
員
会
刑
事
部
会
日
本
側
部
会
長 

（
注
）
１
９
５
３
年
９
月
２
９
日
「
行
政
協
定
を
改
定
す
る
議
定
書
」
が
結
ば
れ
、
行
政

協
定
１
７
条
は
、
現
行
地
位
協
定
１
７
条
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
条
文
と
な
り
、
そ
の
ま
ま
今

日
ま
で
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。同
時
に「
裁
判
権
放
棄
の
日
米
密
約
」が
交
わ
さ
れ
て
い
た
。 

 罪
名
別
起
訴
率
の
日
米
比
較
（
在
日
米
軍
関
係
者
は
日
本
側
に
第
一
次
裁
判
権
の
あ
る
も
の
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

在
日
米
軍
関
係
者 

 
 
 

日
本
人 

公
務
執
行
妨
害 

 
 
 
 
 
 

０
％ 

 
 
 

６
６
・
７
％ 

放
火 

 
 
 
 
 
 
 

８
０
・
０
％ 

 
 
 

５
３
・
０
％ 

住
居
侵
入 

 
 
 
 
 

１
５
・
２
％ 

 
 
 

４
５
・
３
％ 

文
書
偽
造 

 
 
 
 
 
 
 
 

０
％ 

 
 
 

６
５
・
５
％ 

強
制
わ
い
せ
つ 

 
 
 

１
０
・
５
％ 

 
 
 

５
４
・
７
％ 

強
か
ん 

 
 
 
 
 
 

２
０
・
０
％ 

 
 
 

５
２
・
２
％ 

殺
人 

 
 
 
 
 
 
 

７
５
・
０
％ 

 
 
 

４
８
・
９
％ 

傷
害 

 
 
 
 
 
 
 

２
７
・
１
％ 

 
 
 

４
９
・
９
％ 

傷
害
致
死 

 
 
 
 
 

５
０
・
０
％ 

 
 
 

６
５
・
４
％ 

暴
行 

 
 
 
 
 
 
 

２
５
・
４
％ 

 
 
 

３
９
・
８
％ 

脅
迫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

０
％ 
 
 
 

５
１
・
２
％ 

窃
盗 

 
 
 
 
 
 
 
 

７
・
１
％ 

 
 
 

４
２
・
４
％ 

強
盗 

 
 
 
 
 
 
 

６
４
・
０
％ 

 
 
 

６
２
・
５
％ 

強
盗
致
死
傷 

 
 
 
 

８
０
・
９
％ 

 
 
 

７
１
・
４
％ 

詐
欺 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

０
％ 

 
 
 

６
４
・
２
％ 

恐
喝 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

０
％ 

 
 
 

４
５
・
５
％ 

横
領 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

０
％ 

 
 
 

１
６
・
１
％ 

平
均
起
訴
率 

 
 
 
 

１
７
・
３
％ 

 
 
 

４
４
・
４
％ 

（
注
）
在
日
米
軍
関
係
者
は
０
１
年
か
ら
０
８
年
の
平
均
（
法
務
省
作
成
「
合
衆
国
軍

隊
構
成
員
等
犯
罪
事
件
人
員
調
」）。
日
本
人
は
０
８
年
の
数
字
。
吉
田
敏
浩
氏
の
『
密

約 

日
米
地
位
協
定
と
米
兵
犯
罪
』（
毎
日
新
聞
社
）
か
ら
作
成
。 



5 

 

（
資
料
６
）「
自
衛
隊
へ
の
米
軍
の
指
揮
の
密
約
」 

 
米
下
院
外
務
委
員
会
極
東
・
太
平
洋
小
委
員
会
で
の
ア
リ
ソ
ン
大
使
の
証
言
（
１
９
５
４
・
２
・
１
７
） 

 

吉
田
首
相
は
ハ
ル
将
軍
（
米
極
東
軍
司
令
官
）
と
私
（
ア
リ
ソ
ン
大
使
）
と
に
た
い
し
、
在
日
米
軍
の
使

用
を
含
む
有
事
の
際
に
、
最
高
司
令
官
は
ア
メ
リ
カ
軍
人
が
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
問

題
な
い
、
と
の
個
人
的
な
保
証
を
与
え
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
政
治
的
理
由
に
よ
り
、
こ
れ
が
日
本
に
お

い
て
公
然
た
る
声
明
と
な
っ
た
場
合
、
現
時
点
で
は
う
ま
く
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
り
ま
す
。
ハ
ル
将
軍
は

こ
の
点
に
関
し
吉
田
首
相
か
ら
与
え
ら
れ
た
保
証
に
き
わ
め
て
満
足
し
、
将
軍
は
な
ん
ら
公
然
た
る
声
明
も

し
く
は
文
書
を
要
求
し
な
い
、
と
述
べ
ま
し
た
。 

 

１
９
５
２
年
２
月
の
行
政
協
定
交
渉
で
の
米
側
提
案
の
協
定
案
か
ら 

 

日
本
区
域
に
お
い
て
敵
対
行
為
が
発
生
し
た
場
合
又
は
い
ず
れ
か
の
当
事
国
が
敵
対
行
為
の
急
迫
し
た

脅
威
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
合
衆
国
は
、
日
本
国
と
協
議
の
上
統
合
司
令
部
を
設
置
し
、
そ
の
司
令
官

を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
司
令
官
は
、
日
本
区
域
に
お
け
る
す
べ
て
の
合
衆
国
軍
隊
及
び
日
本
国

の
防
衛
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
す
べ
て
の
日
本
国
に
お
け
る
日
本
国
保
安
組
織
（
地
方
警
察
を
除
く
。）

に
対
し
て
作
戦
指
揮
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 
 

（
注
）
こ
の
部
分
は
行
政
協
定
交
渉
で
非
公
表
と
な
り
、
前
掲
「
口
頭
密
約
」
と
な
っ
た
。 

 

（
資
料
７
）
沖
縄
返
還
時
の
「
核
密
約
」 

 

ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
と
佐
藤
首
相
と
の
共
同
声
明
に
つ
い
て
の
合
意
議
事
録
（
１
９
６
９
・
１
１
・
１
９
） 

米
合
衆
国
大
統
領 

 

わ
れ
わ
れ
の
共
同
声
明
に
述
べ
て
あ
る
ご
と
く
、
沖
縄
の
施
政
権
が
実
際
に
日
本
国
に
返
還
さ
れ
る
と
き

ま
で
に
、
沖
縄
か
ら
す
べ
て
の
核
兵
器
を
撤
去
す
る
こ
と
が
米
国
政
府
の
意
図
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以

後
に
お
い
て
は
、
こ
の
共
同
声
明
に
述
べ
て
あ
る
ご
と
く
、
米
日
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
、
並

び
に
こ
れ
に
関
連
す
る
諸
取
り
決
め
が
、
沖
縄
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
を
含
む
極
東
諸
国
の
防
衛
の
た
め
米
国
が
負
っ
て
い
る
国
際
的
義
務
を
効
果
的
に

遂
行
す
る
た
め
に
、
重
大
な
緊
急
事
態
が
生
じ
た
際
に
は
、
米
国
政
府
は
、
日
本
国
政
府
と
事
前
協
議
を
行

っ
た
上
で
、
核
兵
器
を
沖
縄
に
再
び
持
ち
込
む
こ
と
、
お
よ
び
沖
縄
を
通
過
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
事
前
協
議
に
お
い
て
は
、
米
国
政
府
は
好
意
的
回
答
を
期
待
す
る
も
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
米
国
政
府
は
、
沖
縄
に
現
存
す
る
核
兵
器
の
貯
蔵
地
、
す
な
わ
ち
、
嘉
手
納
、
那
覇
、

辺
野
古
、
並
び
に
ナ
イ
キ
・
ハ
ー
キ
ュ
ー
リ
ー
ズ
基
地
を
、
何
時
で
も
使
用
で
き
る
状
態
に
維
持
し
て
お
き
、

重
大
な
緊
急
事
態
が
生
じ
た
時
に
は
活
用
で
き
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。 

日
本
国
総
理
大
臣 

 

 

日
本
国
政
府
は
、
大
統
領
が
述
べ
た
前
記
の
重
大
な
緊
急
事
態
が
生
じ
た
際
に
お
け
る
米
国
政
府
の
必
要

を
理
解
し
て
、
か
か
る
事
前
協
議
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
そ
れ
ら
の
必
要
を
み
た
す
で
あ
ろ
う
。 


